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指定部分工期　令和　　年　　月　　日（　曜日）

改修特記仕様書(1)

　　１）項目は、・ 印の付いたものを適用する。

　　２）特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。

　　　　・ 印の付かない場合は、※ 印の付いたものを適用する。

　　　　・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

　　３）特記事項に記載の　(　　)　内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

完成期限

３．

２．

建物概要

建 物 名 称

５． 有指定部分 ・無・ 対象部分（　　　　　　　　　　　　　　　）

１．共通仕様

（１）

・

・

・

・

・

・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)

・ 建築工事標準詳細図(令和4年版)

・ 

（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。

機械設備工事の特記仕様書は（　　　　　）による。

なお、電気設備工事の特記仕様書は（　　　）、

概成工期 有６． ・無・ 令和　　年　　月　　日（　曜日）

２．特記仕様
（１）本特記仕様書の表記

 工 事 仕 様

Ⅰ 工 事 概 要

Ⅱ

(1.2.1)[1.2.1]

　　　　特記事項に記載の ((　　)) 内表示番号は、文科仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　　　特記事項に記載の　[　　]　内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を

　　　　示す。

　　　　断の基準）を満たすものを示す。

　　４） Ｇ 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成12年法律第100号）に

　　　　特定調達物品における判断の基準（特定調達品目「公共工事」においては表1中の品目ごとの判

　　　　示す。

　　　　特記事項に記載の [[　　]] 内表示番号は、文科改修仕様書の当該項目、当該図又は当該表を

　 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す

・

・

・

　 る。

5) 製造業者等に関する資料の提出を求める材料 

⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。 

⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 

④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 

③ 安定的な供給が可能であること。 

② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 

① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 

　 提出して承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

　 満たすものとし、その証明となる資料（外部機関が発行する証明書の写し等）を監督職員に

4) 本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥の事項を

　 使用する場合は監督職員の承諾を受ける。

   とする。

　 する。

　 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、

   する。

3) 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と

2) 備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を

② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用

(1.4.1)[1.4.1]

   アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの

　 い難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない

1) 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に

　 次の①から④を満たすものとする。

④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、

③ 接着剤は、可塑性（フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しな

① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティクル

 (1.4.2)[1.4.2]

・ 環境への配慮

   を有するものとする。

1) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能

・ 材料の品質等

特　　記　　事　　項項　　目
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章

　風速（Vo=　　　m/s）

　地表面粗度区分 （・Ⅰ　 ・Ⅱ　 ・Ⅲ 　・Ⅳ）

・風圧力

・積雪荷重 　　

　平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域　別表（　　　）

・ 適用区分

各
章
共
通
事
項

・ 石綿含有建材の調査 

調査

※石綿含有建材の事前調査 

工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。

[1.5.1]

貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

分析方法

・分析による石綿含有建材の調査

分析対象

アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、

トレモライト

サンプル数　　1箇所あたり3サンプル

採取箇所

・図示による　　

・ 埋設配管・配線および

・ 放射線透過試験

労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」（昭和47年労働省令第41号）等に定める

ところによるほか、次による。

1) 作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するもの

　 とし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。

・探査機（電磁波レーダー法又は電磁波誘導法）による探査

配管　・配線等の位置の墨出を行う

範囲

　 鉄筋調査

あと施工アンカー工事

6章および8章による

コア抜き、はつり工事等

※既存資料調査

※図示による　　

　 コンクリート厚さ　　　cm

   フィルムサイズ　

　 撮影枚数　　　枚　

5) 躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。

4) 付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。

3) 露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。

　 離れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。

2) 放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より

2
・ 騒音・粉じん等の対策  [2.1.3]

・防音パネル

・防音シート

防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲

・図示による　　

・ 足場等  [2.2.1][表 2.2.1]

「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドライン

　の別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(1)手すり据置き

　方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。

外部足場

防護シート

・設置しない

・設置する

・設置しない

（設置範囲　　・工事に必要な範囲　　・図示による　　・　　　　　　）

・設置する

（設置範囲　　・工事に必要な範囲　　・図示による　　・　　　　　　）

仮
設
工
事

・　電気保安技術者、

　　工事用電力設備の

　　保安責任者

この工事現場に下記いずれかの資格を有する電気保安技術者を選任する。

 技術者

1　　第３種電気主任技術者以上の資格を有する者

3　　高等学校又はこれらと同等以上の教育施設において、電気事業法の規

　　 定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第７条第１項各号の科目

　　 を修めて卒業した者

4　　旧電気工事技術者検定規定規則による高圧電気工事技術者の検定に合

　　 格した者

5　　公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者

6　　第１種電気工事士の資格を有する者

7　　２級電気工事施工管理技士の資格を有する者

9　　短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設の電

　　 気工学以外の工学に関する学科において一般電気工学（実験を含む）

　　 に関する科目を修めて卒業した者

8　　第２種電気工事士以上の資格を有する者

項　目　名 電気保安

工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員に報告する。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

2　　１級電気工事施工管理技士の資格を有する者

(1.3.3～4)[1.3.3～4]

・　施工条件

・　発生材の処理等 (1.3.11)[1.3.12]

(1.3.5)[1.3.5]この工事現場では、次の施工条件による。

（１）引渡しを要するもの

（２）特別管理産業廃棄物

（３）現場において再利用を図るもの

（４）再資源化を図るもの

　　1) 品名　　　　　

　　　 引渡し先　　　

　　　 集積場所　　　

　　1) 品名　　　　　

　　　 処理方法

　　1) 品名　　　　　

　　　 使用箇所　　　

（５）その他発生材については、標準仕様書に従い、適切に処理する。

　　2) 品名　　　　　

　　　 受入場所　　　　　　　

　　1) 品名　　　　　　　・建設発生土

・　材料の検査等

材料名 備考

(1.4.4)[1.4.4]

・　技能士

・　施工の立会い

・　施工の検査等

技能検定の種別

　仮設工事

　鉄筋工事

　コンクリート工事

適用工事種別

　鉄骨工事

　ブロック・ＡＬＣパネル工事

　ＰＣカーテンウォール工事

　防水工事

　石工事

　タイル工事

　木工事

　屋根、とい工事

　金属工事

　左官工事

　建具工事

　塗装工事

　内装工事

　植栽工事

(1.5.2)[1.7.2]

(1.5.5)[1.7.5]

備考

標準仕様書等に定めがあるもの以外で、次に示す施工については、監督職員の検査を受ける。

検査等を行う施工

立会いを受ける。

備考

(1.5.7)[1.7.7]

標準仕様書等に定めがあるもの以外で、次に示す工事段階及び事項については、監督職員の

施工の立会いを行う工程

・　化学物質の濃度測定

3

3

3

3

　ホルムアルデヒド 　100μg/m　(0.08ppm)以下

指針値（両単位の換算は、25℃の場合による。）

　トルエン 　260μg/m　(0.07ppm)以下

　キシレン 　200μg/m　(0.05ppm)以下

　エチルベンゼン

　スチレン

測定対象化学物質

（２）測定対象室及び測定箇所数は以下表による。

階棟名称 採取本数室名

（３）測定方法は、（・吸引方式（アクティブ法）・拡散方式（パッシブ法））により行う。

（４）文部科学省の「学校環境衛生基準」に基づき、採取は室内の温度が高い時期に行い、

　　　吸引方式では30分間で２回以上、拡散方式では８時間以上行う。

（５）測定結果が指針値を超えていた場合は、発生源を特定し、換気等の措置を講じた後、

　　　再度測定し、基準値以下であることを確認してから引渡しを行う。

（１）施工完了後、引渡前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチル

ベンゼン、スチレン等の濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。

　220μg/m　(0.05ppm)以下

(1.5.10)[1.7.10]

・　完成時の提出図書

　・CADデータ（電子納品）及び電子データ（PDF形式）

利については、発注者に委譲する。

　次の図書を監督職員に提出する。また、それらを本工事目的物に関し使用するための権

　1) 完成図

(1.7.1～3)[1.9.1～3]

　3) 工事写真（「工事写真撮影要領」による。）

　・原本（電子媒体）

　・アルバム（紙又は電子媒体）　　部

　　工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。

　4) 完成写真

　　　　　　　　　　ため以外に使用しないこと。

　　　　む。）及びその改変物、複製物を公表、閲覧、譲渡その他一切の方法により第三者

　　　　に使用させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この

　　　　限りではない。

　　　　　ファイル形式：

　　　　　著作者名：

　電子納品は次の規定に従うものとする。

　　 し、受注者は撮影者等との契約に当たってもそれらの承諾を条件とする。

　3) 電子納品の対象は上記によるほか、監督職員と受注者で協議を行う。

　1) 貸与する設計図のCADデータは以下による。

　　　　　貸与条件：貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成の

　2) 完成写真の撮影に関する著作者の権利等については次のi) 及びii) によることと

　　　i) 提出された写真は、国が行う事務及び国が認めた用途に関して、無償で利用する

　　　 ことができるものとする。この際、著作者名を表示しないこと及びその利用に必要

　　　 な範囲で改変を行うことができるものとする。

　　　ii) 受注者及び撮影者等は、撮影時に取得した全ての写真（提出していないものを含

　4) 電子成果品は、提出前にウイルス対策を実施したうえで監督職員に提出する。

　5) 提出方法及びファイル形式は以下による。

　　　　 上記の他、監督職員が認めた形式

　　　　 電子媒体：CD-R又はDVD-R

　　　　 CADデータ：JWW、DXF及びPDF

工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。

撮影部位
形式・サイズ 撮影者

提出 画素数

及び箇所数 セット数 及び画質等

　1280× 960

　ピクセル以

　上かつ撮影

　したデジタ 　　　任意

　ルカメラの

　設定のうち

　最高の画質

 外部：　箇所

 内部：　箇所

 程度

  (　)箇所

  外観正面

 上記と異なる

 外部：　箇所

 内部：　箇所

　建築完成写真　4500×3000

　の撮影実績が　ピクセル以

　ある者で、監　上で画像補

　督職員が承諾　正を行った

　する撮影業者　もの

　・電子データ（JPEGフル

　　カラー・圧縮率1/4程度）

　・カラー印画紙キャビネ判

　・カラー印画紙キャビネ判

　・カラー木製パネル半切

　　（324×400mm）

　・電子データ（JPEGフル

　　カラー・圧縮率1/4程度）

　・カラー印画紙キャビネ判

　・カラー印画紙キャビネ判

　　A4アルバム綴じ (注)

　　A4アルバム綴じ (注)

　・電子データ

　　（JPEGフルカラー）

　・カラー印画紙キャビネ判

　　A4アルバム綴じ

(注) のアルバムは併せて作成する。

・　他工事又は他工種

　　との取合い

　・ 既存躯体に穿孔する場合に、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いる。

・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

材料名

定性分析方法

（JIS A 1481-1）または

（JIS A 1481-2）

定量分析方法

（JIS A 1481-3）、

 （JIS A 1481-4）または

・　　　（箇所）

・　　　（箇所）

・　　　（箇所）

・　　　（箇所）

・　　　（箇所）

・　　　（箇所）

（JIS A 1481-5）

　370μg/m　(0.085ppm)以下3

01

○印の付いたものを適用する。

図面　　　枚及び本特記仕様書　　　枚によるほか、下記仕様書等のうち、

東京大学工事請負契約要領別記第1号工事請負契約基準、現場説明書、

　　　　基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和8年2月閣議決定）」に定める

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和7年版)(以下「標準仕様書」という。)

公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和7年版)(以下「改修標準仕様書」という。)

文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準)(令和7年9月版)(以下「文科仕様書」という。)

文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準)(令和7年9月版)(以下「文科改修仕様書」という。)

工事写真撮影要領(令和5年9月)

34

24

－

－

－

－

－

－

－

-

-Ａ３：

Ａ１：図面名称

工事名称 部長

縮尺 図面番号年度

特A－Ｒ８

課長 副課長 係長 担当 担当

工事場所１．

令和８年１２月１８日（金曜日）

東京都目黒区駒場３－８－１（東京大学構内）　駒場Ⅰキャンパス

東京都港区白金台４－６－１（東京大学構内）　白金台キャンパス

　　　８　１２　　４　　金

新築時発注図面

張付けモルタル、下地調整材

施工数量調査 監督職員が指定する建物

　2) 保全に関する資料

　・電子データ（PDF形式）

　・A4ファイル綴じ　　　　　　　　部

　・A3版原図　　　　　　　　　　　部

　・A1版原図　　　　　　　　　　　部

　・A3複写図（製本）　　　　　　　部

　・A1複写図（製本）　　　　　　　部

１

１

１

※CADデータは,作成に使用したCADデータ,DXF，JWWとし、監督職員の承諾を得たものとする。

１

東京大学

Excel(.xlsx),JWW及びPDF

構 造 階 数
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１６号館

８-１

ＳＲＣ

【白金台キャンパス】

【駒場Ⅰキャンパス】

１５号館

アドミニストレ―ション棟

８号館

２号館

情報教育棟Ａ

１３号館

駒場ファカルティハウス

１７号館

１２号館

図書館倉庫

１０２号館

１号館

７－１

８－１

ＲＣ ３－１

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ ４－０

６－０

４－０

４－０

３－１

３－０

３－１

３－０

３－１

４．

・ 印の付いたものが対象工事種目

工事種目

工　事　種　目

・  2 仮設工事

・  3 防水改修工事

・  4 外壁改修工事

・  5 建具改修工事

・  6 内装改修工事

・  7 塗装改修工事

・  8 耐震改修工事

・  9 環境配慮改修工事

　　 ３

概要図

　を選任した上で、監督職員の承諾を得て実施すること。

本特記仕様書「その他」に記載の事項は、一級建築士、二級建築士又は特定建築物調査員

工事用車両の駐車場、資機材置場、仮設事務所等の設置場所は仮設計画図による。

工事用電力等は、発電機とする。

交通誘導員は作業カ所ごとに配置することとし、仮設計画図による。

施工数量調査は、４外壁改修工事「施工数量調査」によるものの他、本特記仕様書「その他」

による。

　工事写真は、工事写真撮影要領によるものの他、本特記仕様書「その他」に指定するもの

　とする。

東京大学（駒場Ⅰ他）１６号館他外壁調査・補修工事

東京大学（駒場Ⅰ他）１６号館他外壁調査・補修工事



仮設間仕切りの種別と材質等

種別

・ 仮設間仕切り [2.3.2][表 2.3.1]

 [2.3.1]

仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等

・ 既存部分の養生

養生方法等

・既存部分

・既存家具、既存設備等

・既存ブラインド、カーテン等

 保管場所（・図示による　　・　　　　　　） 

・固定された備品、机、ロッカー等の移動

既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた

場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 

仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所

・材料、撤去材等の運搬方法

　種別(・A種　　・B種　　・C種　　・D種　  ・E種 )

C種：利用可能なエレベーター　（・図示による　　・　　　　　　）

D種：利用可能な階段　　　　　（・図示による　　・　　　　　　）

養生方法（※ビニルシート、合板　　・　　　　　　）

養生方法（※ビニルシート等　　・　　　　　　） 

養生方法（・ビニルシート等　　・　　　　　　） 　　　　　　　　　　　　　　　

・図示による　　

・図示による　　

仕上げ（厚さmm） 塗装 充填

・A種

・せっこうボード

  種類(・　　　　　　　　　)

  厚さ(・　　　mm  　※9.5mm )

・合板

　材種(・　　　　　　　　　）

  厚さ(・　　　mm 　 ※9mm )

・

・B種

グラスウール
・なし

・片面

・
厚さ　　　mm

※C種 防炎シート

材質 仕上げ 塗装 設置箇所

※木製

・

※合板張り程度

・

・無し

・片面

・　　　か所

・図示による

・設置する

内部足場

（※脚立、足場板等　　・　　　　　　）

・設置しない

-

-Ａ３：

Ａ１：図面名称

工事名称 部長

縮尺 図面番号年度

特A－Ｒ８

課長 副課長 係長 担当 担当

4
・ 施工数量調査

調査範囲

 [1.6.2、3]

錆汁の流出の有無を調査する。

ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び

調査内容

塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部を壁面に

モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、また欠損部の

コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。

形状寸法等を調査する。

既存部分の破壊を行った場合の補修方法

・外壁改修範囲

・図示による

・図示による　　

4-1
・ ひび割れ部改修工法

・ 樹脂注入工法

［4.1.4］[4.2.4、5、6、7]

注入状況の確認方法

抜取り個数

抜取り部の補修方法

・Uカットシール材充填工法 　

・シーリング材

充填材料の種類

シーリング材のうえにポリマーセメントモルタル（性能、試験方法は別表による）の充填

・行う　　・行わない

・可とう性エポキシ樹脂 

・ 欠損部改修工法

・パテ状エポキシ樹脂

・エポキシ樹脂モルタル

・充填工法

・シール工法

シーリング材の試験は改修標準仕様書3章　防水改修工事による。 

工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量（mL/m）

 0.2以上～1.0 未満
※200～300 ・130

・ ・
※自動式低圧エポキシ

　樹脂注入工法

 0.2以上～0.3 未満
・50～100 ・40

・ ・

 0.3以上～0.5 未満
・100～200 ・70

・ ・

 0.5以上～1.0 未満
・150～250 ・130

・ ・

・手動式エポキシ樹脂

　注入工法

・機械式エポキシ樹脂

　注入工法

※コアの抜取りを行う

※長さ500mごと及びその端数につき1個

・

※図示による　　

※1成分形又は2成分形ポリウレタン系

・

・可とう性エポキシ樹脂

・ポリマーセメントモルタル（性能、試験方法は別表による）

・

外
壁
改
修
工
事
　
コ
ン
ク
リー

ト
打
放
し
仕
上
げ
外
壁

［4.1.4］[4.2.4］[4.2.8]

4-2
・ ひび割れ部改修工法

・樹脂注入工法

［4.1.4］[4.3.5、6、7、8]

・ 欠損部改修工法

・充填工法 　

・ポリマーセメントモルタル（性能、試験方法は別表による）

［4.1.4］[4.3.9、10]

工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量（mL/m）

 0.2以上～1.0 未満
※200～300 ・130

・ ・
※自動式低圧エポキシ

　樹脂注入工法

 0.2以上～0.3 未満
・50～100 ・40

・ ・

 0.3以上～0.5 未満
・100～200 ・70

・ ・

 0.5以上～1.0 未満
・150～250 ・130

・ ・

・手動式エポキシ樹脂

　注入工法

・機械式エポキシ樹脂

　注入工法

注入状況の確認方法

抜取り個数

抜取り部の補修方法

・Uカットシール材充填工法 　

・シーリング材

充填材料の種類

※コアの抜取りを行う

※長さ500mごと及びその端数につき1個

・

※図示による　　

※1成分形又は2成分形ポリウレタン系

シーリング材のうえにポリマーセメントモルタル（性能、試験方法は別表による）の充填

・行う　　・行わない

・可とう性エポキシ樹脂 

・パテ状エポキシ樹脂

・シール工法

・

・可とう性エポキシ樹脂

・エポキシ樹脂モルタル

外
壁
改
修
工
事
　
モ
ル
タ
ル
塗
り
仕
上
げ
外
壁

・モルタル塗替え工法 　

既製目地材

仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置

・現場調合材料

（セメントは改修特記仕様書8-2　コンクリート工事による）

・既調合材料（　　　　　　）

・

・

※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度

注入口付アンカーピンの材質

※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの

アンカーピンの材質

モルタル塗替え工法用材料

・現場調合材料

（セメントは改修特記仕様書8-2　コンクリート工事による）

注入工法用材料 

・使用する（形状　･図示による　　・　　　　　　） 　

※図示による　　

・ 浮き部改修工法  [4.1.4][4.3.11～16]

工法の種類

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数
注入量

一般部

(本/㎡)

注入口の箇所数

(箇所/㎡)
(mL/箇所)

指定部 一般部 指定部

・アンカーピンニング

　部分エポキシ樹脂注入工法

※16

・

※25

・
　 － 　 －

※25

・

・アンカーピンニング

　全面エポキシ樹脂注入工法

※13

・

※20

・

※25

・

・アンカーピンニング

　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

※13

・

※20

・

※50

・

・注入口付アンカーピンニング

　部分エポキシ樹脂注入工法

※9

・

※16

・
　 － 　 －

※25

・

・注入口付アンカーピンニング

　全面エポキシ樹脂注入工法

※9

・

※16

・

※25

・

・注入口付アンカーピンニング

　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

※9

・

※16

・

※50

・

※12

・

※20

・

・充填工法

・モルタル塗替え工法

※12

・

※20

・

※9

・

※9

・

※16

・

※16

・

　 －

　 －

　 －

　 －

　 －

　 －

　 －

　 －

　 －

　 －

既製目地材

仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置

・既調合材料（　　　　　　）

・使用する（形状　･図示による　　・　　　　　　） 　

※図示による　　

・ポリマーセメントスラリー 

広がり速度

(cm/s)

長さ変化率

(％)

（収縮）

引張接着性

(N/?)

（材齢28日）

曲げ性能

(N/?)

（材齢28日）

吸水性

(％)

（72時間）

耐久性

(N/?)

（劣化曲げ強さ）

3以上 3以下 0.5以上 5.0以上 5.0以上15以下

保水係数　0.35～0.55

粘調係数　0.50～1.00

充填工法用材料 

・エポキシ樹脂モルタル

・ポリマーセメントモルタル（性能、試験方法は別表による）

4-3

・ ひび割れ部改修工法  [4.1.4][4.4.5、6]

・ 欠損部改修工法

・タイル部分張替え工法

[4.1.4][4.4.5、7、8]

接着剤の種類

・JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

・ポリマーセメントモルタル（性能、試験方法は別表による）

・ タイルの形状、寸法等  ［4.4.5、8］

・樹脂注入工法

工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量（mL/m）

 0.2以上～1.0 未満
※200～300 ・130

・ ・
※自動式低圧エポキシ

　樹脂注入工法

 0.2以上～0.3 未満
・50～100 ・40

・ ・

 0.3以上～0.5 未満
・100～200 ・70

・ ・

 0.5以上～1.0 未満
・150～250 ・130

・ ・

・手動式エポキシ樹脂

　注入工法

・機械式エポキシ樹脂

　注入工法

注入状況の確認方法

　抜取り個数

　抜取り部の補修方法

※コアの抜取りを行う

※長さ500mごと及びその端数につき1個

・

・図示による　　

試験張り

標準的な曲がりの役物は一体成形とする。

見本焼き

(mm)

形状/寸法

標準

 役物 色

特注

再生材料の

適用  有 無

耐滑

有 無 り性Ⅰ類Ⅱ類Ⅲ類
施工箇所

耐凍害性

・

・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・行う(範囲、仕様等は図示による)　　・行わない　

・行う(施工箇所：　　　　　　)　　・行わない

タイルの形状、寸法等

備考
うわぐすり

施ゆう無ゆう

吸水率による区分

外
壁
改
修
工
事
　
タ
イ
ル
張
り
仕
上
げ
外
壁

・タイル張替え工法

・接着剤JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

張替え用材料

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置

外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整剤塗りの接着力試験

・セメントモルタルによるタイル（セラミックタイル）張り 

※改修標準仕様書表4.4.2による 　

タイル張りの工法 　　

・密着張り　　・改良圧着張り　

・マスク張り　　・モザイクタイル張り 　 

・行う　　・行わない

・図示による

下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理　　

・目荒し工法（改修標準仕様書4.3.10(3)による）

・

シーリング　改修特記仕様書3章　防水改修工事による。

・有機系接着剤によるタイル（セラミックタイル）張り 　

シーリング材の種類

打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地

モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理

・目荒し工法（改修標準仕様書4.3.10(3)による）

・

シーリングのその他事項は、改修特記仕様書3章　防水改修工事による。

・張付けモルタル　（・現場調合材料　　・既調合モルタル）

・外装タイル

・ユニットタイル

※ポリウレタン系シーリング材　

・

伸縮調整目地その他の目地

※変成シリコーン系シーリング材

・

・ 浮き部改修工法

工法の種類

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数
注入量

一般部

(本/㎡)

注入口の箇所数

(箇所/㎡)
(mL/箇所)

指定部 一般部 指定部

・アンカーピンニング

　部分エポキシ樹脂注入工法

※16

・

※25

・
　 － 　 －

※25

・

・アンカーピンニング

　全面エポキシ樹脂注入工法

※13

・

※20

・

※25

・

・アンカーピンニング

　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

※13

・

※20

・

※50

・

・注入口付アンカーピンニング

　部分エポキシ樹脂注入工法

※9

・

※16

・
　 － 　 －

※25

・

・注入口付アンカーピンニング

　全面エポキシ樹脂注入工法

※9

・

※16

・

※25

・

・注入口付アンカーピンニング

　エポキシ樹脂注入タイル固定工法
・ ・

※25

・

※12

・

※20

・

・タイル部分張り替え工法

・タイル張り替え工法

※12

・

※20

・

※9

・

　 ー

※16

・

　 －

　 －

　 －

　 －

　 －

　 －

　 －

　 －

　 －

　 －

　 ー

・注入口付アンカーピンニング

　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

※9

・

※16

・

※50

・

※9

・

※16

・

目地詰め（※行う　　・行わない） 

□Ｇ

[4.1.4][4.4.5][4.4.9]～[4.4.15]

・

注入口付アンカーピンの材質

※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度

・タイル張替え工法

・タイル部分張替え工法

接着剤の種類

・JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

・ポリマーセメントモルタル

・接着剤JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

張替え用材料

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置

外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整剤塗りの接着力試験

・セメントモルタルによるタイル（セラミックタイル）張り 

タイル張りの工法 　　

・密着張り　　・改良圧着張り

・マスク張り　　・モザイクタイル張り 　 

・行う　　・行わない

・図示による

下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の下地処理

・目荒し工法（改修標準仕様書4.3.10(3)による）

・

シーリング　改修特記仕様書3章　防水改修工事による。

・有機系接着剤によるタイル（セラミックタイル）張り 　

シーリング材の種類

打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地

モルタル塗りを行うコンクリート素地面の下地処理

・

・張付けモルタル　（・現場調合材料　　・既調合モルタル）

・外装タイル

・ユニットタイル

※ポリウレタン系シーリング材　

・

シーリングのその他事項は、改修特記仕様書3章　防水改修工事による。

伸縮調整目地その他の目地

※変成シリコーン系シーリング材

・

目地詰め（※行う　・行わない） 

・ 目地改修工法

・目地ひび割れ部改修工法

・伸縮調整目地改修工法

[4.1.4][4.4.5、16]

伸縮調整目地の位置及び寸法

シーリングは、改修特記仕様書第3章　防水改修工事による。

・図示による　　

※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mm の丸棒で全ネジ切り加工したもの

アンカーピンの材質

・

・ 仕上塗材仕上げ [4.1.5][4.5.2][表4.5.1]新規仕上塗材の種類 

・薄付け仕上塗材

・厚付け仕上塗材

・複層仕上塗材

防火材料種類（呼び名） 仕上げの形状 工法  調湿形

防火材料種類（呼び名）

・適用する

上塗材

・適用する ・

・

・　

・　

仕上げの形状 工法

・適用する ・適用する

 調湿形

・適用する・　 ・　

・　

・　

・　

・　

・　 ・　

・外装薄塗材E

・可とう形外装薄塗材E

・防水形外装薄塗材E

・内装薄塗材

・砂壁状

・砂壁状

・凹凸状

・吹付け

・ﾛｰﾗｰ塗り

・吹付け

・ﾛｰﾗｰ塗り

・吹付け

・吹付け

・　

・

・砂壁状じゅらく

・適用する ・　

・適用する ・　

・適用する ・　

・適用する ・　

工法仕上げの形状種類（呼び名） 防火材料上塗材の種類 耐候性

　3種

　2種

　1種

・耐候形

・耐候形

・耐候形

溶媒

樹脂

外観

　・　

　・　

　・

・

・・　 ・

・・　 ・

・・　 ・

・・　 ・

・・　 ・

・・　 ・

・・　 ・

・・　 ・

・・　 ・

・・　 ・

・複層塗材E

・凸部処理

・凹凸状

・ゆず肌状

・・　 ・

・・　 ・・　

・防水形複層塗材E

・複層塗材RE

・複層塗材Si

・凹凸状

・ゆず肌状

・凹凸状

・ゆず肌状

・凹凸状

・ゆず肌状

・凸部処理

・凸部処理

・凸部処理

　吹付け

　吹付け

　ﾛｰﾗｰ塗り

　吹付け

　吹付け

　ﾛｰﾗｰ塗り

　吹付け

　吹付け

　ﾛｰﾗｰ塗り

　吹付け

　吹付け

　ﾛｰﾗｰ塗り

・可とう形改修用仕上塗材

種類（呼び名）種類（呼び名） 仕上げの形状 工法 防火材料耐候性上塗材の種類

・耐候形

　1種

・・

・ ・・・・・

溶媒

　・

樹脂

　・

外観

　・

・耐候形

　2種

・耐候形

　3種

※改修標準仕様書表4.4.2による 　

・目荒し工法（改修標準仕様書4.3.10(3)による）

改修特記仕様書(2) 02

調査報告書（提出部数　・2部　　・　　　）

概要図

調査する。また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。

外
壁
改
修
工
事（

共
通
事
項）

東京大学（駒場Ⅰ他）１６号館他外壁調査・補修工事



-

-Ａ３：

Ａ１：図面名称

工事名称 部長

縮尺 図面番号年度

特A－Ｒ８

課長 副課長 係長 担当 担当

外
壁
改
修
工
事
　
塗
り
仕
上
げ
外
壁

　工法

（モルタル塗り仕上げ外壁改修）による。

モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書4章　外壁改修工事

（コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修）による。

コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書4章　外壁改修工事

・適用しない

　3種

・耐候形

　2種

・耐候形

　・

外観

　・

樹脂

　・

溶媒

仕上げの形状

・

・

防火材料

・　　　　　　(・所要量　　　(kg/㎡))

・　　　　　　(・所要量　　　(kg/㎡))

・適用する

・

・

・

・ ・ ・ ・ ・・

・ ・

　1種

・耐候形

上塗材の種類 耐候性 防火材料工法仕上げの形状種類（呼び名）種類（呼び名）

・可とう形改修用仕上塗材

・欠損部改修工法

・図示による

・水洗い工法

・塗膜はく離剤工法

　工法の処理範囲以外の既存仕上面全面

※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤

・図示による

※既存仕上げ面全体

・高圧水洗工法
・図示による

※既存仕上げ面全体

・サンダー工法

・浮き部改修工法

・ひび割れ部改修

・図示による

※既存仕上げ面全体

下地面の補修処理範囲工法

改修標準仕様書4.6.2 による

・ ・ ・ ・ ・・

・

　・

　・ﾒﾀﾘｯｸ

　※つやあり

外観

　・

　※ｱｸﾘﾙ系

樹脂

・

　・

・

　3種

　※水系

※耐候形

溶媒

上塗材の種類 耐候性 防火材料工法仕上げの形状種類（呼び名）種類（呼び名）

・

・

・適用する

・適用する

上塗り

・

・

防火材料工法仕上げの形状種類（呼び名）

・

・

工法種類（呼び名）

・複層仕上塗材

・厚付け仕上塗材

・薄付け仕上塗材

・ マスチック塗材塗り

工法

[4.1.5][4.7.2､3][表4.7.1]

（塗仕上げ外壁等改修）による。

既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書4章　外壁改修工事

外壁用仕上塗料の種類

吹付け工法の模様材の種類

下地挙動緩衝材の適用

仕上塗料の耐候性 

仕上げの形状

・ 外壁用塗膜防水材塗り

［4.1.5］[4.6.2]［表4.6.1］

新規仕上塗材の種類 

[4.1.5][4.5.2][表4.5.1]・ 仕上塗材仕上げ

[4.5.2]

・ポリマーセメントモルタル（品質・ 性能、試験方法は別表による）

※下地調整塗材

・ 下地調整塗材

[4.5.4]

　 下地処理及び下地調整

・ 既存塗膜等の除去、
4-4
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そ
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原宿

小
田
急

東北沢

下北沢
井の頭線

山
手
通
り

新宿

代々木

渋谷

計画地位置
東京都目黒区駒場3-8-1

駒場Iキャンパス

駒場東大前

１ ０ 号館

柏陰舎

数理科学研究科

図書館

多目的ホール

１ ０ １ 号館

温室

１ ８ 号館
３ 号館

リ サーチ・ ラ ボラ ト リ ー

９ 号館

７ 号館駒場国際教育研究棟

薬品倉庫

隠　 寮

三昧堂

ラ ク ビー部室

格技場

危険物倉庫

ゴミ 置場

保健センタ ー

講堂

１ 号館

１ １ 号館

車庫

１ ４ 号館

第１ 体育館

課外活動共用施設 学生会館
身体運動科学研究棟

シャ ワー施設

ポンプ室

門衛所

５ 号館

駒場第二職員宿舎

キャ ン パス 
プラ ザＢ 棟

キャ ン パス 
プラ ザＡ 棟

ア ド バ ン ス ト

屋外ト イ レ

高圧ガスボンベ庫

弓道場

的場

男女共同参画支援施設

山岳部

グラ イ ダー格納庫

駒場コ ミ ュ ニケーショ ン・ プラ ザ（ 北館）

駒場コ ミ ュ ニケーショ ン・ プラ ザ（ 南館） 駒場コ ミ ュ ニケーショ ン・ プラ ザ（ 和館）

ロ ッ カ ー棟

アメ リ カ ンフ ッ ト ボール部室棟

物置

初年次活動センタ ー

21 KOMCEE West

21 KOMCEE 
　 East

物置1
物置2
物置3
物置4
物置5
物置6
物置7
物置8
物置9

屋外ト イ レ

アネッ ク ス

まき わら

第2体育館

倉庫1
倉庫2
倉庫3
倉庫4
倉庫5
倉庫6
倉庫7
倉庫8
倉庫9

駒場博物館

テニスコ ート

保存建物

保存建物

保存建物

N冬季主風向

夏季主風向

正門

駒場東大前駅
至吉祥寺 至渋谷

京王井の頭線

裏門

目黒通り

裏門

表門

１号館

白金ホール

２号館

２号館

白金台ロッジ

特高変電室

臨床研究Ａ棟

ホール
クレスト

４号館

動物センター

病理保管庫
(旧解剖室)

附属病院Ｂ棟

附属病院Ｃ棟

看護師宿舎

ヒトゲノム解析センター

研究棟

合同ラボ

西門衛所

医科研総合研究棟

附属病院Ａ棟

白金台ロッジ

白金台ロッジ

開発センター

アムジェン

ひまわり

外苑西通り

西門

Ｃ棟

ホール

３号館

Ａ棟

Ｂ棟

保育園

ユニット

治療ﾍﾞｸﾀｰ

ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ室 

ポンプ室

近代医科学記念館

表門衛所

旧ゲノム 
解析センター 

Ｎ

30,000

路線商業地域

第1種中高層住居専用地域

20,00
0

第1種中高層住居専用地域
第1種住居地域

ＪＲ目黒駅

国立自然科学教育園

山
手
線

公衆衛生院

聖心女子学院

東京都港区白金台４－６－１

Ｎ

首都高速2号目黒線

東京地下鉄 南北線

白金台駅 出口

外
苑
西
通
り

目黒通り

至麻布方面

至自由が丘方面

ＪＲ恵比寿駅

ＪＲ五反田駅

白金料金所

北
品
川
四
谷
線

駅前
ロータリー

第二京浜

白金台

庭園美術館西

プ
ラ

チ
ナ

通
り

白金台
5丁目

白金幼稚園

目黒駅前
郵便局

東京大学医科学研究所

白金台キャンパス

駒場Ⅰキャンパス

概要図

・ 外壁補修範囲 外壁補修範囲は施工数量調査による「クラック部、浮き部、爆裂部、欠損部・欠け部」に該当

する部分の危険か所とし、補修の要否は監督職員との協議による。

・ 施工数量調査報告書

　　図面

凡例は以下を基本とすること。

【タイル仕上げ、モルタル塗り仕上げ】

クラック部（ｍ）：

・クラック幅0ｍｍ～0.2ｍｍ未満

・クラック幅0.2ｍｍ以上～1.0ｍｍ未満

・クラック幅1.0ｍｍ以上

浮き部（㎡）：

・アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法　一般部浮き（16穴/㎡）

・アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法　指定部浮き（25穴/㎡）

・アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法　狭幅部浮き（5穴/ｍ）

爆裂部（箇所）：

・10ｃｍ×10ｃｍ

・20ｃｍ×20ｃｍ

欠損部・欠け部（箇所）：

・10ｃｍ×10ｃｍ

・20ｃｍ×20ｃｍ

・ 施工数量調査報告書

　　数量書

図面凡例に基づき、立面ごとに数量書を作成すること。

・ 施工数量調査報告書

　　写真帳

立面ごとに図面記載のクラック部、浮き部、爆裂部、欠損部・欠け部と写真が突合できるよう

に、作成すること。

・ 調査対象となる外壁

　　の種類

調査対象は、タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等仕上げとする。

調査対象となる「タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）」とは、仕上げ材の

下地材としてコンクリート、プレキャストコンクリ―ト（ＰＣ）パネル、ＡＬＣパネル

などにモルタル又は接着剤等で貼り付けられたタイル、石貼り等及び現場、工場等でコ

ンクリートなどと同意に打ち込まれたものを対象とする。

なお、下地材がＰＣ版でタイル、石材とＰＣ版の接合が金物固定またはシアコネクター

方式（金物・シアコネクター部分以外は絶縁されているものに限る。）のものは対象外

とする。

【特定建築物　定期調査業務基準（2025年改訂版）より抜粋】

・ 仮設計画図 建物ごとの外壁改修方法に応じた仮設計画図を作成すること。

・ 見積書 施工数量調査結果及び仮設計画図を元に、建物ごとの外壁改修工事見積書を作成すること。

・ 施工数量調査報告書

１．図面（CAD図面）

２．数量表

３．写真帳（工事写真含む）

施工数量調査報告書は以下の構成とし、監督職員の承諾を得ること。

・ 関係法令 施工数量調査は、建築基準法第12条1項及び平成20年国土交通省告示第282号に基づく10年に1度の

外壁打診調査である。

１ ６ 号館

１ ５ 号館

１ ７ 号館

１ ３ 号館

１ ２ 号館

２ 号館

８ 号館

アド ミ ニスト レ ーショ ン 棟
図書館倉庫

情報教育棟Ａ情報教育棟Ｂ

１ ０ ２ 号館

駒場フ ァ カ ルティ ハウス

東京大学（駒場Ⅰ他）１６号館他外壁調査・補修工事


